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対米外国投資委員会（CFIUS）は4月、「一部のCFIUSの手続を強化し、罰則と執行権限を厳しくす
る」ための立法案（NPRM）を発表した。CFIUSがこれらの提案を最終化して施行した場合、NPRM
により、重要な虚偽記載、義務的届出の不履行、軽減措置に係る合意違反などのCFIUSの規制違反
に対する民事的な罰金の最高額が引き上げられることになる。また、NPRMにより、CFIUSは、召
喚令状（subpoena）により、取引の当事者や、CFIUSの執行や取引のリスク測定に役立つ情報を保
有する可能性のある無関係の第三者を出頭させ、強制的に情報提供させる権限が与えられる。さら
に、同規則により、CFIUSの基準が拡大され、CFIUSが適切と考える場合にはいつでも情報を求め
ることができるようになる。

これらに加えて、NRPMにより、CFIUSのプロセスにも変更が加えられる。 CFIUSが延長を認めな
い限り、取引に関連する国家安全保障上の懸念を緩和するためのCFIUSの提案に対する当事者によ
る実質的な回答の提出期限は、3営業日以内とされることになる。これは、CFIUSの提案の長さや複
雑さによっては、当事者が遵守することが困難となる可能性のある、非常に短いタイムラインであ
る。

さらに7月、CFIUSは、30近くの新たな軍事施設に近接する不動産への外国投資を対象とするため
に、CFIUSの不動産の管轄範囲を拡大することを提案した。

総じて、これらの変更案は、CFIUSが執行に重点を置くようになっていることや、国家安全保障の
進化に対応するためにその権限が拡大され続けていることを示している。

CFIUSがこのほど発表した2023年の年次報告書では、CFIUSプロセスにおける日本企業の重要な役
割が強調されている。2021年から2023年にかけて、日本から米国への投資案件は、申告
（declaration）件数が世界各国の中で2番目に多く、通知（notices）件数は4番目に多かった。歴史
的に、日本の投資家はCFIUSプロセスに積極的に参加してきた。これらの数字は、日本の投資家が
米国の国家安全保障に関わる可能性のある投資を行う際に、CFIUSと関わることに戦略的価値を見
出すことを示唆している。にもかかわらず、CFIUSの管轄権の拡大と執行範囲の強化を前提にする
と、日本企業は、今後数年間、増加するCFIUSの情報要求に対応する準備をしておく必要がある。
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